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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 
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判示事項 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない

場合に，買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建て替え費用相当

額の損害賠償請求において買主が当該建物に居住していたという利益を損益相

殺等の対象として損害額から控除することの可否 

裁判要旨 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない

場合において，当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物

が倒壊する具体的なおそれがあるなど，社会通念上，建物自体が社会経済的な

価値を有しないと評価すべきものであるときには，上記建物の買主がこれに居

住していたという利益については，当該買主からの工事施工者等に対する不法

行為に基づく建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益

相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない。 

(補足意見がある。） 

 

全 文 

主    文 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人らの負担とする。 

理    由 

上告代理人西野泰夫の上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について 

１ 本件は，新築建物を購入した被上告人らが，当該建物には構造耐力上の安全性を欠くな

どの瑕疵があると主張して，その設計，工事の施工等を行った上告人らに対し，不法行為に基

づく損害賠償等を求める事案である。 

２ 原審の適法に確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。 

(1) 上告人Ｙ は，上告人Ｙ との１ ２ 間で，鉄骨造スレート葺３階建ての居宅である第１

審判決別紙物件目録記載２の建物（以下「本件建物」という。）の建築を目的とする請負契約

を締結した。その工事の施工は上告人Ｙ２が，その設計及び工事監理は上告人Ｙ３及び上告人

Ｙ４が行い，本件建物は平成１５年５月１４日までに完成した。 

(2) 被上告人らは，平成１５年３月２８日，上告人Ｙ１から，代金３７００万円で，持分を

各２分の１として本件建物及びその敷地を購入した。被上告人らは，同年５月３１日，本件建

物の引渡しを受け，以後これに居住している。 

(3) 本件建物には，柱はり接合部に溶接未施工の箇所や，突合せ溶接（完全溶込み溶接）を

すべきであるのに隅肉溶接ないし部分溶込み溶接になっている箇所があるほか，次のような

構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があるため，これを建て替えざるを得ない。 
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ア １階及び２階の柱の部材が小さすぎるため，いずれも柱はり耐力比が制限値を満たして

いない上，１階の柱については応力度が許容応力度を超えている。 

イ ２階の大ばりの部材が小さすぎるため，応力度が許容応力度を超えている。 

ウ ２階及び３階の大ばりの高力ボルトの継ぎ手の強度が不足している。 

エ 外壁下地に，本来風圧を受けない間仕切り壁の下地に使用される軽量鉄骨材が使用され

ているため，暴風時などに風圧を受けると，大きなたわみを生じ，外壁自体が崩壊するおそれ

がある。 

オ 基礎のマットスラブの厚さが不足しており，その過半で応力度が許容応力度を超えてい

る。 

３ 原審は，上告人らの不法行為責任を肯定した上，本件建物の建て替えに要する費用相当

額の賠償責任を認めるなどして，被上告人らの請求を各１５６４万４７１５円及び遅延損害

金の支払を求める限度で認容すべきものとした。 

４ 所論は，被上告人らがこれまで本件建物に居住していたという利益や，被上告人らが本

件建物を建て替えて耐用年数の伸長した新築建物を取得するという利益は，損益相殺の対象

として，建て替えに要する費用相当額の損害額から控除すべきであるというのである。 

５(1) 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合

において，当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的

なおそれがあるなど，社会通念上，建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきもの

であるときには，上記建物の買主がこれに居住していたという利益については，当該買主から

の工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相

殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相当である。 

前記事実関係によれば，本件建物には，２(3)のような構造耐力上の安全性にかかわる重大

な瑕疵があるというのであるから，これが倒壊する具体的なおそれがあるというべきであっ

て，社会通念上，本件建物は社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであることは明ら

かである。そうすると，被上告人らがこれまで本件建物に居住していたという利益について

は，損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない。 

(2) また，被上告人らが，社会経済的な価値を有しない本件建物を建て替えることによって，

当初から瑕疵のない建物の引渡しを受けていた場合に比べて結果的に耐用年数の伸長した新

築建物を取得することになったとしても，これを利益とみることはできず，そのことを理由に

損益相殺ないし損益相殺的な調整をすべきものと解することはできない。 

６ 原審の判断は，以上と同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用するこ

とができない。 

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官宮川光治の補足意

見がある。 

裁判官宮川光治の補足意見は，次のとおりである。 

建物の瑕疵は容易に発見できないことが多く，また瑕疵の内容を特定するには時間を要す

る。賠償を求めても売主等が争って応じない場合も多い。通常は，その間においても，買主は

経済的理由等から安全性を欠いた建物であってもやむなく居住し続ける。そのような場合に，

居住していることを利益と考え，あるいは売主等からの賠償金により建物を建て替えると耐

用年数が伸長した新築建物を取得することになるとして，そのことを利益と考え，損益相殺な

いし損益相殺的な調整を行うとすると，賠償が遅れれば遅れるほど賠償額は少なくなること

になる。これは，誠意なき売主等を利するという事態を招き，公平ではない。重大な欠陥があ
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り危険を伴う建物に居住することを法的利益と考えること及び建物には交換価値がないのに

建て替えれば耐用年数が伸長するなどと考えることは，いずれも相当でないと思われる。 

(裁判長裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木

勇） 

 

 

※参考：判例タイムズ 1326 号 111 頁、判例時報 2082 号 55 頁、ジュリスト 1420 号 108 頁 

 


